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第 1 章 
商品貿易統計の国際基準と Comtrade 
 

 

熊倉正修 
 

 

 

はじめに 
 

United Nations Commodity Trade Statistics 

Database（以下Comtrade と略記）は国際連合統計

局（United Nations Statistics Division、以下UNSD

と略記）がインターネットを通じて提供している

商品貿易統計のデータベースである。Comtrade は

2002 年の運用開始から漸進的に収録データや検

索機能の拡充が進められ、今日では包括的で利便

性の高いデータベースとして高い評価を得ている。 

Comtrade のデータは国連加盟国が UNSD に報

告した統計をもとに編集されている1。国際連合統

計委員会（United Nations Statistical Commission、以

下UNSCと略記）は各国の商品貿易統計が満たす

べき一連の要件を International Merchandise Trade 

Statistics: Concepts and Definitions（以下 IMTS と略

記）という文書にとりまとめて公表している2,3。

IMTS の初版は 1970年に採択され、その後、1981

年と 1997年に改訂が実施された。そして 2008 年

2 月の UNSD 本会儀において 1997 年版の改訂が

決議され、2010 年 2 月に改訂第三版となる

International Merchandise Trade Statistics: Concepts 

and Definitions, 2010 が正式に採択された4。 

IMTS の改訂第一版と第二版がそれぞれ IMTS, 

Rev.1および IMTS, Rev.2と呼ばれていたのに対し、

第三版には IMTS 2010という略称が与えられてい

る。これは今回の改訂がきわめて多岐に渡り、過

去の改訂とは質的に異なるというメッセージを送

るためである。後述するように、UNSD は各国に

対して 2011 年分から IMTS 2010 への対応を意識

した統計を提出するよう求めており、Comtrade を

IMTS 2010 に対応させる作業も開始している5。し

たがって IMTS 2010の内容を理解しておくことは、

貿易統計の国際的なスタンダードがどのような方

向に向かっているかを知る上で有意義なだけでな

く、近い将来にComtrade のデータがどのように変

化するかを予想する上でも有益だと思われる。本

章では IMTS 2010 の主要ポイントを解説し、その

Comtrade への影響とユーザーへの含意を議論す

る。 

 

1. IMTS 改訂の背景 
 

 IMTS 2010 の序章では、今回の IMTS の改訂の

背景要因として以下の 7点が挙げられている。 

1. 企業活動のグローバル化やサービスに近い商

品の増加などにより、国際貿易の内容と性質

が変化していること、 

2. 統計利用者のニーズが変化し、企業統計と明

示的に関連付けられた貿易統計への需要が増

加していること、 

3. 世界税関機構（World Customs Organization、以

下 WCO と略記）が「税関手続の簡易化及び

調和に関する国際規約の改正議定書（Revised 

Kyoto Convention、改正京都規約）」を採択す

るなど、国際貿易をめぐる法的環境が変化し
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ていること、 

4. 関税同盟の参加国などにおいて、税関書類以

外の資料をもとに貿易統計を編纂する必要が

生じていること、 

5. ここ数年、他の公的統計の国際基準が相次い

で改訂され、それらと IMTS の整合性を確保

する必要があること、 

6. 貿易統計の編纂方法やメタデータ、公表体制

などに関する国際基準が求められていること、 

7. 既存の IMTS の利便性を高め、一部の概念を

いっそう明確化する必要があること。 

 上記のうち、1 と 2 は国際貿易の研究者にとっ

て直ちに理解できる点だろう。近年、様々な産業

において生産者の国際連携が進み、国境を越えた

生産工程の分業とそれに伴う中間財の貿易が激増

している（Nordås [2007] ）。また、 近では多国

籍企業が世界の主要地域に統括本社を設置して当

該地域の物流を取り仕切ったり、国際物流の専門

業者がドア・ツー・ドアの物流サービスを提供し

たりするようになっているが、既存の貿易統計を

もとにその実態を正確に把握することは難しい。

企業活動のグローバル化に関する統計は研究者に

とって有用なだけでなく、各国政府が輸入関税や

地域経済協定、直接投資などに関する政策を検討

する際の資料にもなる。企業活動の国際化や商品

とサービスの融合などの現象は既存の貿易の諸概

念と取引の実態を乖離させる原因にもなっており、

それが上記の 7につながっている。 

 3 の WCO とはベルギーに本部を持つ関税の制

度と実務に関する国際機関である6。WCO は 1973

年に京都条約（「税関手続きの簡素化と調和のため

の条約」）を採択したが、その実効性を高め、その

後の環境変化に対応する目的で、1999年に改正京

都条約を採択した。世界貿易機関（World Trade 

Organization、以下 WTO と略記）や世界銀行にお

いても貿易円滑化に向けた取り組みが行われてい

るが、税関手続きの簡素化や迅速化と貿易統計の

基礎となる税関書類の充実を両立することは容易

でない。上記の 3 は IMTS の改訂を通じて両者の

バランスをとることを目指したものである。 

 5は主として2008年にリリースされた国民経済

計算と国際収支表の新しい国際基準である System 

of National Accounts 2008（通称 2008SNA）と

Balance of International Payments and Investment 

Position Manual Sixth Edition（通称BOP6）への対

応を意味している7。よく知られているように、

IMTS において商品貿易が「各国の物理的な資源

の賦存量を変化させる取引」と定義されているの

に対し、SNA や BOP ではそれが「各国の居住者

と非居住者の間で所有権の移転を発生させる取引」

と定義されており、両者の対象範囲は微妙に異な

っている。しかし大半の国々の SNA や国際収支

表の商品貿易に関する計数が貿易統計に調整を施

すことによって算出されていることから、貿易統

計の国際基準を定める際にもそのことを考慮して

おく必要がある。また、BOP6 において商品とサ

ービスの貿易の境界に関していくつかの重要な改

訂が行われたため、それに対応することも必要に

なっている。なお、UNSC はサービス貿易に関す

る国際基準として Manual on Statistics of 

International Trade in Services（以下MSITS）という

文書も作成しており、2010 年にやはり改訂版が採

択されている。 

 後に、上記の 6は各国統計局のアカウンタビ

リティー強化とそれによる公的統計の利便性向上

という近年の潮流を反映したものである。かつて

各国の統計局は公的統計を独自の裁量で編纂して

一方的に公表するだけだったが、今日では民間の

統計ユーザーのニーズや要望に耳を傾け、それら

を統計システムの設計や公表体制に反映させるこ

とが求められている8。その一環として貿易統計に

関しても各国の統計局がメタデータを公表するこ

とや9、定期的に統計の精度をチェックし、その結

果を公表することが要請されている。 

 表1は IMTS, Rev.2と IMTS 2010の章（Chapter）

の構成を示したものである10。どちらの版でも第6 
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表 1 IMTS の構成と国際基準の数 

 

 

章までは同一だが、IMTS 2010 ではそれ以下の章

が大幅に拡充されている。IMTS 2010 の第 7 章は

今回の改訂で新しく追加された章であり、輸出入

における財の運送形態（Mode of transport、以下「輸

送モード」）の記録方法が論じられている。残りの

第8章から第11章までは上記の6に対応したもの

で、IMTS, Rev.2 の第 7 章を拡充して 4つの章に分

割した形になっている。 

IMTS, Rev.2 と IMTS 2010 とでは、個々の国際

基準の提示方法に大きな違いがある。IMTS, Rev.2

以前のバージョンでは貿易統計の収集方法や編纂

方法、公表体制などに関する一連の勧告

（recommendation）が示され、それらが全体とし

て貿易統計の国際基準を構成していた。一方、

IMTS2010 では勧告（recommendation）という用語

と奨励（encouragement）という用語が使い分けら

れており、前者がすべての国々が満たすべき基準、

後者は必須ではないが満たすことが望ましい基準

とされている。後者には技術的な理由から直ちに

対応することが難しいと思われる事項も含まれて

いるが、IMTS 2010 ではあえてそれらも書き込む

ことによって一国の貿易統計の理想形を明示し、

各国の統計局に対してその実現に向けた努力を促

す格好になっている。表 1には章ごとの勧告と奨

励の件数も示しているが、これを見るだけでも今

回の改訂がきわめて大がかりなものだったことが

分かる。以下では便宜的に上記の勧告と奨励をま

とめて「国際基準」ないし「ガイドライン」と呼

称する。 

 

2. IMTS 2010 の主要ポイント 
 

それでは IMTS 2010の内容を見てゆこう。IMTS 

2010 の序章には、上記のガイドラインのうち主要

な 60 項目をまとめた一覧表が示されている。表 2

はこれら 60項目の中から貿易統計ユーザーにと 

[A] IMTS, Rev.2 [B] IMTS 2010

章の構成 項目数 章の構成

1 Coverage and time of recording 7 1 Scope and time of recording 23   (9)
2 Trade system 3 2 Trade system 12 (11)
3 Commodity classifications 1 3 Commodity classifications 3   (2)
4 Valuation 7 4 Valuation 14 (10)
5 Quantity measurement 2 5 Quantity measurement 4   (4)
6 Partner country 3 6 Partner country 9   (7)
7 Reporting and dissemination 8 7 Mode of transport 5   (4)

8 Data compilation strategies 8   (7)
9 Data quality and metadata 15 (11)

10 Dissemination 15   (7)
11 Supplementary topics 5   (2)

合計 31 合計 113 (74)

（出所）IMTS, Rev.2及びIMTS 2010をもとに著者集計。

項目数

（注）IMTS, Rev.2の項目数は勧告（recommendation）の数を表す。IMTS2010の項目数は勧告

（recommendation）と奨励（encouragement）の数の和。括弧内の数値は勧告の数で内数。
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表 2 IMTS 2010 の主要ポイント 

 

Chapter I: Scope and time of recording
1 As a general guideline, record all goods which add to or subtract from the stock of

material resources of a country by entering or leaving its economic territory
Unchanged

2 Trade below customs and statistics thresholds: Estimate and include if economically
significant

New
encouragement

4 As a general guideline, record goods as they enter or leave the economic territory of
a country. In customs-based data-collection systems this may be approximated by
the date of lodgment of the customs declaration

Unchanged

7 Media, whether or not recorded: Include at its full transaction value, except for media
used for carrying customized software or originals of any nature, which should be
excluded

Updated
recommendation

8 Goods for processing with or without change of ownership: Include at their full
(gross) value

Updated
recommendation

9 Goods for and resulting from processing where no change of ownership takes place:
Include and explicitly indentify (preferably by special coding) in trade statistics

New
encouragement

10 Goods which cross borders as a result of transactions between related parties:
Include and separately identify (code)

New
encouragement

12 Goods simply being transported through a country and goods temporarily admitted
or dispatched: Exclude

Updated
recommendation

Chapter II: Trade system
15 Reimports and re-exports: Include and identify (code) for analytical purposes New

recommendation
16 Customs procedure codes: Make information about the customs procedure applied to

individual transactions part of the dataset for trade statistics
New
recommendation

17 Use the general trade system for compilation of both import and export statistics; if
the special trade system is used, compile or estimate goods traded across elements of
the statistical territory

Unchanged

Chapter III: Commodity classifications
18 Use HS for the collection, compilation and dissemination of international merchandise

trade statistics
Unchanged

19 Use SITC for the dissemination and the analysis of trade statistics according to user
requirements

New
recommendation

Chapter IV: Valuation
22 Use FOB-type valuation for exports and CIF-type valuation for imports; countries are

encouraged to compile FOB-type value of imports as supplementary information
Updated
recommendation

23 Countries which compile only CIF-type values of imports are encouraged to compile
separately data for freight and insurance, at the most detailed commodity and partner
level possible

Updated
encouragement

Chapter V: Quantity measurement
28 Collect or estimate, validate and report quantity information in WCO standard units

of quantity and in net weights on all trade transactions
Updated
recommendation

29 Provide conversion factors if units of quantity other than the WCO standard units
are used or if units of quantity differ from the one recommended by the WCO for
individual HS subheadings

Updated
recommendation

Chapter VI: Partner country
30 Follow the Revised Kyoto Convention for determining country of origin Unchanged
31 Attribution of partner country: Record for imports the country of origin and for

exports the country of last known destination
Unchanged
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って重要と思われる 33 項目を抽出して整理し

たものである。なお、 右欄の「 New 

recommendation」や「Updated recommendation」、

「Unchanged」等の記述は IMTS, Rev 2 の勧告と

の対応関係を表している。 

 

2.1 貿易統計の対象範囲 

 

IMTS 2010 の第 1 章には、貿易統計の対象範

囲と計上時点に関するガイドラインが示されて

32 Country of consignment: Record the country of consignment as the second partner
country for imports alongside with country of origin; for exports the additional
compilation of the country of consignment is encouraged

Updated
recommendation

33 Calculation of trade balances: Use imports by country of origin and exports by
country of last known destination

New
recommendation

34 Use the economic territory of the trading partners as the basis upon which the
statistics on trade by partner are compiled

Updated
recommendation

Chapter VII: Mode of transport
35 Compile and disseminate international merchandise trade statistics by mode of

transport at the most detailed level (as a new dimension)
New
recommendation

36 Record as mode of transport the means of transport used when goods enter or leave
the economic territory

New
recommendation

37 Clearly indicate the contents of the categories (for mode of transport) used; countries
are encouraged to follow the suggested classification

New
recommendation

Chapter VIII: Data compilation strategy
38 Use customs records as the main and normally preferred data source New

recommendation
40 Supplement customs based data with information obtained from other sources to

ensure full coverage of international trade. Use non-customs data only if they
provide a cost effective way to improve the quality of trade statistics

Updated
recommendation

Chapter IX: Data quality and metadata
43 Follow a systematic approach to data quality and develop standards and related

good practices covering the institutional arrangements, the statistical processes and
output

New
recommendation

44 Develop a standard for regular quality reports New
recommendation

50 Metadata categories: cover at least the categories of metadata provided in para 9.23 New
recommendation

51 Metadata as high priority: View the development of metadata as a high priority and
consider their dissemination an integral part of the dissemination of international
merchandise trade statistics

New
recommendation

Chapter X: Dissemination
58 External trade indices: Publish volume indices and either price or unit value indices

for total imports and exports on a monthly, quarterly and annual basis. Publish such
indices for commodity groups of particular importance to countries at least quarterly
and annually

Unchanged

60 Linking business and trade statistics: Integrate the trade register with the business
register and take steps towards an integrated system of economics statistics for data
compilation and analysis

New
encouragement

（出所）IMTS 2010, Table 0.1をもとに著者作成。

（注）各項目の左の数値はIMTS2010, Table 0.1における項目番号。最右段の記述は各項目がIMTS, Rev.2
の勧告とどのような対応関係にあるかを示している。
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いる。上述のように、IMTS では商品貿易を「各

国の物理的な資源の賦存量に影響を与える取引」

（表 2 の項目 1、以下同様）と見なしている。

これらの中には所有権の移転なしに国内に持ち

込まれる（国外に持ち出される）財も含まれる

が（8－9）、単に積み替えなどの理由で自国を通

過する財の取引は計上しないことになっている

（12）。また、原則的に商品が物理的に自国の経

済領域を離れた（自国の経済領域に到着した）

時点で当該取引を貿易統計に計上することとさ

れている（4）。 

IT 技術の進歩などを反映して、近年では各種

のソフトウェアの貿易が増加している。これら

の中にはハードウェアにインストールされた状

態で売買されるもの、CD-ROM などの媒体に記

録して取引されるもの、インターネットを通じ

て電子的に取引されるものなどが含まれる。ハ

ードウェアの一部として取引されるソフトウェ

アは明らかに商品貿易統計の対象となり、物理

的な輸送を伴わない電子取引は明らかにサービ

ス貿易統計の対象となる。しかし CD-ROM な

どの媒体に記録されたソフトウェアの場合、そ

れを財と見なすべきかサービスと見なすべきか

は必ずしも明らかでない。IMTS 2010 では、空

の記録媒体や汎用ソフトウェアを収録した一般

販売用の媒体は商品、ソフトウェアや映像の原

本、特定顧客向けに開発されたソフトウェアを

収録した媒体などはサービスだという見解が示

されている（7）。この分類方法は上述の

2008SNA やBOP6 などとも整合的である。 

ここで具体的な例として、図 1 に描かれた国

について考えてみよう。この国の主権が及ぶ経

済領域（economic territory）はA＋B＋C である。

ここでは、これらのうちA が通常の関税法や税

関手続きが適用される自由流通地域（free 

circulation area）、B と C が特別な関税措置や税

関手続きが適用される保税区や輸出加工区だと

仮定する。 

IMTS では一国の経済領域と統計領域

（statistical territory）を一致させ、経済領域間の

商品の移動だけを貿易として記録するという一

般貿易システム（general trade system）の原則が

掲げられている（17）。したがって図 1 において、

点線で示した（g）、（h）、（i）はこの国の経済領

域内部の物流であることから、貿易統計の対象

外となる。一方、この国の経済領域と外国の経

済領域の間の物流である（c）や（e）、（f）は当

然ながら貿易統計の対象となる。残りの（a）、

（b）、（d）の例として、いったん通常の輸出と

して外国に販売された後に買い戻された財や、

いったん通常の手続きを経て輸入された後に自

国の経済領域外に転売された財が挙げられる。

これらはそれぞれ再輸入（re-imports）及び再輸

出（re-exports）と呼ばれ、原則として貿易統計

の集計対象となる。また、外国企業と契約を結

んで原料品や中間財の供与を受け、製造した製

品を輸出する取引や、その逆の取引（いわゆる

processing trade）も集計対象となる。 

上記の原則は概念的には明快だが、実務上は

なかなかやっかいである。たとえばある製品の

製造工程の大半を図1のA地域内で行って税関

手続きも終え、それをB 地域に持ち込んで 終

加工ないし詰め替えを行った上で輸出するとい

ったことが広範に行われている場合、上記の原

則に忠実な統計を作成することは必ずしも容易

でない。また、上記の（a）から（f）までが貿

易統計の対象だとは言っても、通常の輸出入で

ある（c）、（e）、（f）とそれ以外の（a）、（b）、（d）

とではその目的や取引主体の性質が大きく異な

っている可能性がある。第一節で解説したよう

に、 近は国境を超えた生産工程分業や多国籍

企業の企業内取引が進展しており、それが後者

のタイプの貿易を増加させている可能性は高い

と思われる。これらのことを考慮し、IMTS 2010

では再輸出と再輸入を通常の輸出入と区別して

記録すること（15）、一国内に複数の関税領域を 
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図 1 一般貿易システムの概念図 

 

設けている国はこれら一つ一つに識別コードを

設定し、それぞれの領域に適用される関税や税

関手続きの内容を貿易統計の一部として報告す

ること、また、これらの識別コード別に輸出入

総額を算出できるようにすることが求められて

いる（16）11。 

 

2.2 貿易相手国の記録方法 

 

上記の点と関連して重要となるのが、輸出入

の相手国をどのような基準を用いて決定すべき

かという問題である。この問題に関しては

IMTS 2010 の第 6 章において詳しく解説されて

いるので、次にそれを説明しておこう。IMTS

では貿易相手国に関しても一般貿易システムの

考え方を適用しているため、原則的に経済的主

権を持つ外国が輸出入相手国の候補となる。A

国で生産された商品がB国に輸出されて取引が

終了するといった単純な取引では相手国が明白

だが、複数国で加工が行われる財や第三国を経

由して輸出される財、輸出時点で 終目的地が

確定していない財などの場合、相手国の記録方

法に関するルールがないと各国の統計の間に齟

齬が生じてしまう。 

IMTS はかねてから、輸出に関しては「知り

うる 終的な仕向国（country of last known 

destination）」、輸入に関しては「原産国（country 

of origin）」を取引相手国として記録することを

求めており、この点は IMTS 2010 でも変わって

いない（31）。この規則の意味を理解するために、 

A 

B 

C 

A＋B＋C = 経済領域（economic territory） 

A：自由流通地域（free circulation area：通常の関税法が適用される地域） 

B およびC：特別の関税措置が適用される輸出加工区や保税区など。 

(a) (b)

(c) 

(d) 

(e) (f) 

（出所）IMTS2010, Graph 2.1 及び 2.2などをもとに著者作成。

(g)

(h)

(i)
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図 2 の例を考えてみよう。この図ではB 国の企

業がA 国の企業に商品を発注し、それをC 国に

輸出している。C 国の企業は基本的にこの商品

を国内で販売するが、場合によってD 国に転売

することもある。具体的な例として、これらが

すべて関連会社間の取引だとして、シンガポー

ル（B 国）の企業がマレーシア（A 国）の製造

子会社に発注して商品の納入を受けているとし

よう。シンガポールの企業はそれをアメリカ（C

国）の販売子会社に出荷するが、アメリカの子

会社は市況を見ながらカナダ（D 国）の子会社

にも商品を融通している。このような取引は現

実にきわめて広範に行われている。 

上記の例において、商品を製造するA 国の企

業がその 終的な販売国を知っているかどうか

は場合によりけりだろう。かりにA 国の企業が

当該商品がB国を経由してC国に輸出されるこ

とを知っており、かつそれがA 国の税関に正し

く申告されている場合、A 国にとっての「 終

的な仕向国」はC 国である。一方、一般に輸入

国は輸入関税賦課などの目的で原産地基準を厳

密に規定して適用している場合が多く、C 国の

税関ではこの商品の原産国がA国であることが

知られている可能性が高い。その場合、A 国に

とっての輸出相手国がC 国、C 国にとっての輸

入相手国がA 国となり、両者の統計の相手国が

一致する。なお、この例ではB 国とC 国の間の

取引はそれ自体として完結しているため、C 国

A

B

C

D

Country of 
consignment 

Country of last 
known destination 

?

Country of 
consignment 

Country of origin 

輸出国（A 国）から見た相手国 輸入国（C 国）から見た相手国 

（出所）著者作成。 

図 2 貿易相手国の概念図 

Country of 
consumption 
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の企業がD国の企業に商品を転売するか否かは

原則としてB 国の統計には影響を与えず、C 国

の統計では再輸出として記録される12。 

一方、上記の例においてA 国の企業がB 国の

企業から商品の輸出先を告知されていない場合、

A 国にとっての「知りうる 終的な仕向国」は

B 国となり、A 国と C 国の統計の相手国が一致

しなくなる。この例ではA 国とC 国の間の中継

国はB 国だけだが、現実には複数国を経由する

複雑な取引が増加している。また、ある財がど

の国を経由して 終的な消費国（country of 

consumption）に運ばれているかを知りたい場合

もあるだろう。 

このような状況を考慮して、IMTS 2010 では

上記の基準にもとづく輸出入相手国に加え、

country of consignment を記録することを求めて

いる（32）。ここで言う country of consignment

とは商品の直接的な仕向国と出荷元国を意味し、

図 2 の A 国にとっては B 国が country of 

consignment、C 国にとっても B 国が country of 

consignment である。これらが記録されている場

合、仮にA 国の輸出統計において「知りうる

終的な仕向国」と country of consignment の両方

がB 国になっていても、C 国の輸入統計で原産

国と country of consignment を調べれば当該商品

がB 国を経て輸入されたことが判明する。ただ

し IMTS 2010 では輸入統計における country of 

consignment の記載が勧告事項であるのに対し、

輸出統計における記載は奨励事項にとどめられ

ている。これは後者の方が技術的な難易度が高

いと考えられているためである。 

なお、輸入国にとって原産国を特定すること

が比較的容易だと言っても、実際に各国がどの

国を原産国と判断するかは当該国の原産地基準

にも依存している。たとえば図 2 の例において、

A 国の企業が第三国から輸入した中間財を多用

して商品を製造しており、A 国内で生み出され

た付加価値が小さい場合、C 国はA 国を原産国

と認めないかも知れない。IMTS は改正京都議

定書の規約に従って原産国を認定することを求

めており、同規約では原産国が「当該商品の本

質的な性質に係る 後の実質的な製造加工が行

われた国（country in which the last substantial 

manufacturing or processing, deemed sufficient to 

give the commodity its essential character）」と規定

されている。しかしこの規定では「実質的な製

造ないし加工」が定義されておらず、各国に裁

量の余地を与えている13。国によって原産地の

認定基準が異なっている場合、各財の流通経路

が正しく理解されていても輸出国と輸入国の統

計が一致しなくなる可能性が考えられ、この点

でも 終的な仕向国や原産国とともに country 

of consignment を記録しておくことの意義は大

きいと思われる。 

 

2.3 商品分類 

 

IMTS 2010 の第 3 章は貿易商品分類に関する

ものである。国際的に認知された貿易財の分類

表としては、UNSD が中心になって開発した標

準国際貿易分類（Standard International Trade 

Classification、以下 SITC と略記）とWCO が開

発した「商品の名称及び分類商品の名称および

分類についての統一システム（Harmonized 

Commodity Description and Collecting System、以

下HS と略記）」がある。IMTS の初版と IMSTS, 

Rev.1ではSITCの商品分類に従って統計を公表

することが求められていたが、IMTS, Rev. 2 で

は HS を使用するよう規定が改められた。これ

はHS が SITC に比べて細分化されていること、

HS の品目が頻繁に改訂（アップデート）され

ていること、1990 年代に入って多くの国々にお

いて HS ベースの統計を作成する環境が整った

ことなどを考慮したものである（熊倉［2011］）。 

とは言うものの、HS はもともと輸入関税品

目の国際基準として開発されたものであり、必
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ずしも純粋に分類学的な視点から構築された品

目体系ではない。今日では全ての WTO 加盟国

が HS をもとに輸入関税譲許表を作成すること

を義務付けられ、WTO のラウンド交渉もHS の

商品分類を参照しながら実施されている14。し

たがって HS は各国の貿易政策と密接に関係し

ており、品目改訂の際に議論が紛糾することも

少なくない（長瀬［2001］）。また、WCO は各

国が HS を恣意的に運用することを防止するた

めに個別品目に関する説明や商品例を公表して

いるが、実際にはタリフ・エンジニアリング（輸

入業者が関税逃れのために品目を偽って申告し

たり、政府が自国産業保護のために恣意的に品

目を解釈したりすること）も少なくないと言わ

れている15。 

一方、SITC はもともと各国の貿易統計の標準

化を目指して開発されたもので、商品の分類に

当たって財の性質や原料、加工段階、用途など

が総合的に考慮されている。SITC 分類はしばし

ば十分に詳細でないと言われるが、2006 年に採

択されたSITC改訂第4版には3,993の品目が含

まれ、第 3 版の 3,118 品目と比べてかなり細分

化されている。SITC 改訂第 4 版のすべての品目

はHSの2007年版の品目をそのまま利用するか

それらを合成することによって定義されている

ため、HS 分類にもとづく統計を機械的な方法

で SITC 分類に変換することが可能である。こ

れらの点を考慮し、IMTS 2010 では基本的な貿

易商品分類として HS を利用するという IMTS, 

Rev.2 の勧告を維持しつつ（18）、必要に応じて

SITC ベースの統計も作成し、目的に応じて両者

を使い分けるよう勧告している（19）16。 

第 4 章は貿易額の評価方法に関する章である。

よく知られているように、IMFの国際収支マニ

ュアルにおいて商品の輸出額と輸入額をともに

FOB ないしそれに準じるベースで記録するこ

とが求められているのに対し、IMTS では輸出

額を FOB ベース、輸入額を CIF ベースで記録

することが原則とされている 17。ただし

IMTS2010では新たにFOBベースの輸入額も記

録すること、それが困難な場合には詳細な運賃

や保険料のデータを収集して公表することが奨

励されている（22、23）。IMTS 2010 において初

めて FOB ベースの輸入額の統計が求められる

ようになったのは、それによって国際収支表や

国民経済計算の計数の集計が容易になることに

加え、各国の統計の統一性が高まり、国際物流

のコストに関する情報が充実することも期待で

きるためである。 

 

2.4 取引量の記載方法と輸送モード 

 

第 5 章では、輸出入の数量（quantity、重量を

含む）の記録方法が定められている。取引数量

のデータはそれ自体が重要な情報であるだけで

なく、品目別の輸出入単価（unit value）の算出

やそれにもとづく単価指数や数量指数などの集

計にも利用されている。WCO は HS の各号（6

桁コードを持つ 詳分類）に関して望ましい数

量単位（以下「WCO 推奨単位」と略記）を定

めている。IMTS, Rev.2 では貿易統計の標準的な

商品分類として HS を利用することに加え、各

号の輸出入の取引量を WCO 推奨単位を用いて

記録すること、WCO 推奨単位がキログラム

（kilogram）以外の品目に関してはキログラム

単位の純重量（net weight）も記録するよう勧告

されていた。また、何らかの理由で WCO 推奨

単位以外の単位を採用する場合、当該単位と

WCO 数量単位の変換比率（conversion factor）

を明示することも勧告されていた（29）。IMTS 

2010 ではこの原則がいっそう強調され、各国が

自国統計において HS の個々の号の下部に独自

の品目分類を設ける場合、それらの数量単位を

統一することが求められている。また、何らか

の理由で取引量のデータを収集できない場合、

適切な方法でそれらを推計して記載し、推計方
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表 3 IMTS 2010 における輸送モードの分類 

 

 

法も開示するよう勧告されている（28）。 

第 7 章では輸送モードの記録方法が議論され

ている。先述したように、IMTS, Rev.2 以前では

輸送モードに関する規定がなく、UNSD も輸送

モードに関するデータの報告を求めていなかっ

た。しかし近年、国際運輸の形態と担い手が多 

様化し、フォワーダーと呼ばれる専門業者が複

数の輸送機関を組み合わせて行う複合一貫輸送

サービスや、国際航空宅配便を活用した小口貨

物輸送サービスなどが発展している。輸送モー

ドに関する情報は、国際物流を正確に把握する

ために不可欠なだけでなく、交通政策や環境保

護政策の立案のための資料としても有用である

18。このような事情を鑑み、IMTS 2010 では輸

送モードを貿易統計の標準項目（フィールド）

とすること、品目別の輸出入額をさらに輸送モ

ード別に分割して報告することが勧告されてい

る（35）。 

 IMTS 2010 では各国の輸送モード統計の比較

を容易にするために、表 3 のような運送形態の

分類表が提示されている。この表には 大で 3

桁のコードを持つ分類が含まれているが、少な

くとも 1 桁の大分類に関してはこの表の分類方

法に従うこと、必要に応じて 2 桁以下の中・小

分類別の統計も作成することが奨励されている

（37）。なお、複合輸送では単一の貿易取引に複

数の輸送モードが関与するが、商品が輸出国の

経済領域を離れる時点ないし輸入国の経済領域

に達する時点で利用された輸送モードを記録す

ることが原則とされている（36）。 

 

2.5 メタデータと統計の編集体制 

 

残りの第 8－10 章では貿易統計の編集・公表

体制やメタデータの要件などが議論されている。

先述したように、IMTS 2010 では貿易統計を可

能な限りユーザー・フレンドリーなものにする

こと、そのための体制を整備することが重視さ

れている。その際に鍵となるのが貿易統計の各

項目の概念やデータの出所、集計方法などを詳

細に記述したメタデータである。IMTS 2010 で

はメタデータを貿易統計の不可欠な一部と考え

1 Air
2 Water

2.1 Sea
2.2 Inland waterway

3 Land
3.1 Railway
3.2 Road

4 Not elsewhere classified
4.1 Pipelines and cables

4.1.1 Pipelines
4.1.2 Cables

4.2 Postal consignments, mail or courier shipments
4.3 Self-propelled goods
4.4 Other

（出所）IMTS2010より抜粋。
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て定期的に公表すること（50、51）、自国の貿易

統計の精度を定期的に検証し、その結果を開示

することなどが求められている（44）。 

後に、第 10 章において貿易統計と企業統計

（business statistics）のリンケージの強化が奨励

されていることにも注目しておきたい。ここで

言う企業統計には、企業や事業所の名簿（ビジ

ネスレジスター）やその属性（設立年や本社所

在地など）と、各企業の事業活動に関する通時

的な統計の両方が含まれる。IMTS 2010 では貿

易統計と企業統計のリンケージの強化を求める

理由として、以下の二点が挙げられている。 

第一の理由は、貿易統計と企業統計の連動性

を高めることにより、これらの一次資料を提出

する企業の負担を軽減できることである。IMTS 

2010 は各国の貿易統計の大幅な拡充を求めて

いるが、それに対応しようとすると企業に求め

る一次資料も増加せざるを得ない。また、IMTS

では貿易統計の基礎資料として税関記録を利用

することが原則とされているが（38）、関税同盟

を構成している国々の貿易に関しては税関記録

が存在しないことが多い。これらの国々では統

計局が企業から輸出入取引に関するデータを直

接収集する必要があるが、その場合、あらかじ

め網羅性の高いビジネスレジスターを整備し、

各企業から必要な情報を一括して収集すること

が効率的である19。 

貿易統計と企業統計を連動させることの第二

の利点は、それによって現状では困難な分析が

可能になることである。たとえば海外直接投資

と企業内貿易、国際生産工程分業の間に密接な

関係があることは直感的に明らかだが、これら

の関係を厳密に検証する際には投資や貿易、生

産に関する企業レベルのデータが不可欠となる。

また、個別企業の属性（設立後の年数や資本金、

従業員数、事業所数など）の情報と輸出入の統

計が得られれば、どのような企業が貿易を行っ

ているのか、輸出入を促進するためにどのよう

な企業の支援に力を入れるべきかといったこと

を分析することも可能になる。企業の属性と貿

易の関係は近年のいわゆる新・新貿易理論にお

いても注目されている点である（Melitz [2003]）。 

 

3. Comtrade へのインプリケーション 
 

 上述のように今回の IMTS の改訂は多岐に渡

っているが、Comtrade ユーザーの主たる関心事

項は各国が IMTS 2010にどれだけ迅速に対応す

るか、それがComtrade にどのように反映される

かであろう。これらを予想することは容易でな

いが、関連資料を参照しながら本節で若干の考

察を行っておこう。 

 

3.1 各国とUNSD の対応予定の概要 

 

 UNSD は 2010 年 5 月に各国の統計局を対象

としたアンケート調査を行い、IMTS 2010 への

対応予定やそれによって生じる問題などを訊ね

ている20。その結果の一部を抜粋した表 4 によ

ると、アンケート表を返送した 100 カ国のうち

32 カ国が 2011 年分の統計から IMTS 2010 の新

勧告の大半に対応する（implement most of the 

new recommendations）と回答し、さらに別の 34

カ国が 2012 年から対応することを予定してい

る。これらの 66 カ国がどの国かは示されていな

いが、貿易額が多い主要国が多く含まれている

と思われる。 

一方、2013 年以降の対応を予定している国々

や対応への目途が立っていない国々も少なくな

く、アンケート未回収の国々の中にも同様の

国々が多いと思われる。ある年が終了してから

当該年の統計が Comtrade に収録されるまでに

数カ月から 1 年程度のタイムラグがあることも

考慮すると21、Comtrade に新たに収録されるデ

ータの大半が IMTS 2010に準拠したものになる

までにはそれなりの時間を要すると考えるべき
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表 4 各国の IMTS2010 への対応予定（アンケート調査の集計結果） 

 

 

だろう。 

UNSD は 2010年から 2013 年にかけての 4 年

間を IMTS 2010 に Comtrade を対応させるため

の集中作業期間と位置付け、この間に、（1）月

次及び四半期ベースの統計の取り込み、（2）メ

タデータの大幅な拡充、（3）新規フィールド（新

しいデータ系列）の追加、を実施する方針を打

ち出している22。以下では、まず上記の（1）と

（2）について解説し、その後、ユーザーの関心

が も高いと思われる（3）に関して詳述する。

そして 後に、Comtrade に収録される輸出入の

取引量のデータが今後どのように変化しうるか

を考察する。 

 

3.2 高頻度データの取り込みとメタデータの

拡充 

 

上記の（1）は、現在のところ年次に限られて

いる Comtrade の貿易統計を月次や四半期に拡

充する試みである。IMTS 2010 が IMTS, Rev.2

に比べてタイムリーな統計の公表を重視してい

ること、ユーザーからも高頻度データの提供を

求める声が強いことを考えると、これは時宜を

得た取り組みだと言える23。UNSD のニュース

レターによると、UNSD はすでに各国から過去

の月次統計を収集する作業を進めており、2010

年7月時点で49カ国の統計を収集済みだという

24。また、すべての国連加盟国に対して 2011 年

分から年次データ以外に月次（ないしそれが困

難な場合は四半期）データも提出するよう要請

している。ただしこれらのデータがいつ

Comtrade に収録されるかは示されていない。 

次に、上記（2）のメタデータの拡充について

説明しよう。現行のComtrade ではトップページ

上部にMetadata & Reference Table という項目が

あり、その中に（a）Reference Tables、（b）

Commodity List、（c）Country List、（d）Explanatory 

Notes、（e）Publication Notes、（f）Glossary、（g）

Knowledge Base という 7つの選択肢が用意され

ている。これらの選択肢をクリックして現れる

画面は相互に連動しており、全体の構造がやや

分かりにくくなっているが、特定国の貿易統計

について調べる場合、（c）を選択して現れる画

面のリンクを利用するとよい。たとえば日本の

欄のレイアウトは表 5 のようになっており、

右列に 6 つの選択肢が用意されている。 

 上記のうち、Snapshot と ITC Country Profile

は当該国の貿易構造の特徴（主要な取引品目や

相手国など）をまとめたページにリンクされて

いる。また、Data Availabilityと Publication Notes

からリンクされた画面では、Comtrade において

どの年のデータがどのような品目分類にもとづ

回答国 2011年 2012年 2013年以降 未定 未回答

全ての国々（100） 32% 34% 13% 14% 7%

先進国（28） 36% 14% 25% 18% 7%

開発途上国・移行経済国（72） 31% 42% 8% 13% 7%

（注）括弧内の数値は対象国数。

（出所）Report on the results of the UNSD Questionnaire on the plans of IMTS 2010 implementation
（http://unstats.un.org/unsd/trade/EG-IMTS/EG-IMTS%20web%20announcement.htm）.
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表 5 Comtrade のメタデータの例（Country List、2011 年 5 月現在） 

 

 

 

表 6 Comtrade におけるメタデータの例（Explanatory Notes、2011 年 5 月現在）

 

 

いて収録されているか、それらのデータがいつ

アップロードされていつ改訂されたかといった

履歴が示されている。Knowledge Base は一般の

ユーザーからの照会とそれに対する UNSD ス

タッフの回答を蓄積したもので、Comtrade に関

するものだけでなく、IMTS やサービス貿易統

計に関する情報も含まれている。 

残りの Explanatory Notes と Trade compilation

が当該国の原統計のメタデータへのリンクであ

る。Explanatory Notes をクリックして現れる画

面において特定の年を選択すると、表 6 のよう

な情報が呼び出される。ここでは当該国の原統

計の品目分類や貿易システム、輸出入の金額の

評価方法や相手国の選定基準、自国通貨表示の

輸出入額をドル建てに変換する際に用いられた

為替レートなどが年別に示されている。これら

の基本的な点に関する限り、現行の Comtrade

でも当該国の原統計が IMTS の基準を満たして

いるか否かを確かめることは難しくない。 

各国の原統計に関するより詳細なメタデータ

が必要な場合、表5右下にあるTrade Compilation

のリンクを利用することになる。この項目をク

リックして現れるメタデータの項目は 156 にも

及ぶが、その大半は 1990 年代時点の情報にもと

づいており、項目の内容も IMTS 2010 とは必ず

しも対応していない。したがって、今後は IMTS 

2010 の勧告や奨励事項を網羅したメタデータ

を各国の統計局から定期的に収集し、その中で

特に重要な情報を上記の Explanatory Notes や

Trade Compilation に取り込んでゆくことが望ま

Code Name ISO Valid Years

392 Abbreviation: Japan JP/JPN 1962 - Now Data Availability
Full Name: Japan Publication Notes
Description: N/A Explanatory Notes
Comment: N/A Snapshot
Type: Reporters/Partners ITC Country Profile

Trade compilation

（注）下線部は他のページへのリンクを表す。

（出所）ComtradeのMetadata & Reference（http://comtrade.un.org/db/mr/rfReportersList.aspx）による。

Reporter
Reported
Classification

Reported
Currency

Trade Flow
Currency
Conversion

Trade
System

Valuation Partner

Japan(2010) HS2007 JPY Import 0.011422 General CIF Origin

Japan(2010) HS2007 JPY Export 0.011421 General FOB Last Known Destinat ion

（出所）ComtradeのExplanatory Notesによる。
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れる。それが実現すれば、意欲あるユーザーが

各国の統計の特徴や問題点を十分に調べた上で

Comtrade のデータを利用することが可能にな

るだろう。 

 

3.3 新規フィールドの取り込み 

 

次に、上述の（3）の新規フィールドの追加と

は、IMTS 2010 において貿易統計の標準項目に

加えられた事項（データ系列）を収録するもの

である。UNSD のニュースレターによると25、

UNSD は各国に対して 2011 年分から以下の 4

つの新規項目のデータも報告するよう要請して

いる。 

（i）Customs procedure code（税関手続き種別コ

ード） 

（ii）Second partner country or area （country of 

consignment ベースの輸出入の相手国ない

し地域） 

（iii）Second value of imports（FOB ベースの輸

入額） 

（iv）Mode of transport（輸送モード） 

ここで具体的なイメージを持つために、上記

のフィールドが追加された場合、Comtrade のデ

ータの仕様と用途がどのように変化するかを考

えてみよう。Comtrade のデータ形式は抽出方法

によって異なるが、Data Queryオプションの一

つである Express Selection において必要な条件

を設定して検索すると、表 7 のようなデータが

呼び出される。ここでYear は年、Reporter Code

は報告国（392 は日本のコード）、Trade Flow 

Code は取引種別（現行では輸入＝0、輸出＝1、

再輸出＝2、再輸入＝3）、Partner Code は相手国

（156 は中国）、Classification は品目分類（H3

はHS2007 年版）、Commodity Code は品目番号

（HS の号コード）、Quantity Unit Code は

Supplementary Quantityの単位を表すコード（現

行では基本的にWCO 推奨単位、1 から 13 まで

の整数）、Supplementary QuantityはWCO 推奨単

位にもとづく数量26、Netweight はキログラム単

位の純重量、Value はドルベースの取引額、そ

して 後の Estimation Code は Supplementary 

Quantity 及び Netweight に UNSD の推計値が含

まれているか否かを示す識別コードである（0 = 

推計値なし、2 = Supplementary Quantityのみ推

計値、 4 = Netweight のみ推計値、 6 = 

Supplementary quantity と Netweight がともに推

計値、ただし 0、2、4 は推計が行われずにデー

タが欠損しているものも含む）。 

まず、上記（i）のCustoms Procedure Code は

Trade Flow Code とともに取引の性質を規定す

る意味を持っている。たとえば再輸出や再輸入

では通常の貿易に比べて保税区などの特殊な関

税地域を経由するものが多いと思われるが、現

行の Comtrade データをもとにこの仮説を直接

検証することは難しい。しかしTrade Flow Code

と Customs Procedure が独立したフィールドに

なっていれば、それぞれのコードの組み合わせ

によって輸出額や輸入額のデータを集計し、上

記の仮説を客観的に検証することが可能となる。 

（ii）の Second Partner Country or Area は既存

の Partner Code の右に配置し、後者を Partner 

Code 1、前者を Partner Code 2 などとして区別す

ることになろう。表 7 は中国を原産国とする日

本の輸入額を表しているが、その中には香港を

経由して輸入されたものが少なからず含まれて

いるはずである。Partner code 2 として country of 

consignment の情報が付け加えられると、直送取

引と中継取引の比率やその推移を比較すること

が可能になり、日中の貿易統計の乖離の原因を

探ることも容易になる。 

（iii）の Second value of imports は現行のValue

欄と並置し、やはり後者をValue 1、前者をValue 

2 などとして区別することになろう。両者の差

額が運賃と保険料に相当するが、（i）や（ii）、

（iv）などのコード別にこれらの値を集計すれ 



32
 

 
 

第
1
章

  
商
品
貿
易
統
計
の
国
際
基
準
と

C
om

tr
ad

e 

 

表
7 

C
om

tr
ad

e
の
収
録
デ
ー
タ
の
例
（

20
11

年
5
月
現
在
）

 

Y
ea

r
R

ep
or

te
r C

od
e

T
ra

de
 F

lo
w

 C
od

e
Pa

rt
ne

r C
od

e
C

la
ss

ifi
ca

tio
n

C
om

m
od

ity
 C

od
e

Q
ua

nt
ity

 U
ni

t C
od

e
Su

pp
le

m
en

ta
ry

 Q
ua

nt
ity

N
et

w
ei

gh
t (

kg
)

V
al

ue
Es

tim
at

io
n 

C
od

e

20
10

39
2

1
15

6
H

3
85

40
11

5
50

0
87

5
11

,6
62

0
20

10
39

2
1

15
6

H
3

85
40

12
5

46
9

1,
80

7
9,

80
0

0
20

10
39

2
1

15
6

H
3

85
40

20
5

23
8,

31
4

56
,9

64
12

,3
92

,9
48

0
20

10
39

2
1

15
6

H
3

85
40

60
5

2,
32

0,
49

5
2,

17
3,

54
4

0
20

10
39

2
1

15
6

H
3

85
40

71
5

41
5,

17
9

3,
73

1,
94

3
0

20
10

39
2

1
15

6
H

3
85

40
79

5
6

4,
68

3
0

20
10

39
2

1
15

6
H

3
85

40
81

5
6,

63
0

2,
26

3
20

8,
54

3
0

20
10

39
2

1
15

6
H

3
85

40
89

5
13

8,
89

3
4,

16
1

40
9,

75
4

0
20

10
39

2
1

15
6

H
3

85
40

91
8

16
,1

08
16

,1
08

2,
99

6,
04

4
0

20
10

39
2

1
15

6
H

3
85

40
99

8
22

,1
43

22
,1

43
1,

86
5,

00
0

0
20

10
39

2
1

15
6

H
3

85
41

10
5

19
,4

71
,8

95
,0

40
56

8,
13

8
84

,8
96

,8
65

4
20

10
39

2
1

15
6

H
3

85
41

21
5

1,
36

0,
08

0,
28

8
18

9,
32

9
37

,8
32

,0
02

4
20

10
39

2
1

15
6

H
3

85
41

29
5

36
9,

57
1,

68
0

36
0,

96
0

88
,3

41
,5

67
4

20
10

39
2

1
15

6
H

3
85

41
30

5
26

8,
93

4,
14

4
20

4,
73

6
38

,0
29

,1
23

4
20

10
39

2
1

15
6

H
3

85
41

40
5

3,
70

9,
50

7,
50

4
83

5,
42

1,
28

9
0

20
10

39
2

1
15

6
H

3
85

41
50

5
5,

85
5,

79
2

9,
60

4,
39

7
0

20
10

39
2

1
15

6
H

3
85

41
60

5
1,

79
7,

96
0,

68
8

18
9,

24
0,

35
3

0
20

10
39

2
1

15
6

H
3

85
41

90
8

48
5,

05
3

48
5,

05
3

42
,3

46
,7

08
0

20
10

39
2

1
15

6
H

3
85

42
31

5
33

8,
87

2,
03

9
76

2,
34

0,
37

7
0

20
10

39
2

1
15

6
H

3
85

42
32

5
53

2,
95

0,
34

7
48

0,
55

4
37

3,
80

1,
16

9
4

20
10

39
2

1
15

6
H

3
85

42
33

5
14

,8
68

,3
30

8,
64

9,
26

4
0

20
10

39
2

1
15

6
H

3
85

42
39

5
80

7,
78

9,
50

0
60

2,
79

9,
28

9
0

20
10

39
2

1
15

6
H

3
85

42
90

8
12

2,
18

2
12

2,
18

2
13

,1
36

,0
77

0
20

10
39

2
1

15
6

H
3

85
43

10
5

1
96

2,
03

2
0

20
10

39
2

1
15

6
H

3
85

43
20

5
55

2,
71

8
17

,3
92

,9
42

0
20

10
39

2
1

15
6

H
3

85
43

30
5

53
2,

28
0,

64
8

0
20

10
39

2
1

15
6

H
3

85
43

70
5

27
2,

54
9,

05
6

78
4,

07
5,

51
8

0
20

10
39

2
1

15
6

H
3

85
43

90
8

1,
64

5,
15

2
1,

64
5,

15
2

95
,7

00
,8

49
0

（
出
所

）
C

om
tr

ad
e か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
た
デ
ー

タ
を
も
と
に
著

者
作
成

。

32   第 1 章 商品貿易統計の国際基準と Comtrade 

 



33 

 

ば、取引タイプや経由国、輸送モードによって

運賃や保険料がどれだけ異なっているかを調べ

ることができる。なお、運賃や保険料を含む広

義の貿易コスト（trade costs）は 1980 年代以降

の新貿易理論や新・新貿易理論、経済地理学に

おいても重要な役割を果たしている（Anderson 

and van Wincoop [2004]）。 

（iv）のMode of Transport も上記のTrade Flow 

CodeやPartner Codeと並列された独立のフィー

ルドとして新設することになろう。輸出入にお

ける輸送モードの選択は、国際経済学だけでな

く、交通経済学においても重要な研究課題であ

る。海上輸送と航空輸送を比較した場合、重量

単価が高く小ロットで頻繁に出荷される商品や

地理的に隔絶した国々の間で取引される商品に

おいて空輸のメリットが高くなると予想される

が、これらの要因がどれだけ現実の輸送モード

の選択に影響を与えているかは明らかでない

（Hummels [2007]）。同一品目の取引額や単価を

輸送モード別に集計することが可能になれば、

この点を客観的に分析することが可能になる。 

ただし Comtrade のフィールドの拡充がユー

ザーに大きなメリットをもたらすと言っても、

それが実現するのはあくまでも相当数の国々の

データが蓄積された後のことである。すでに

UNSDが各国に対してこれらのデータを要請し

ているとは言え、表 4 を見ても、すべての国々

が直ちにそれに応ずることは期待できない。

2010 年のアンケート調査では個別の勧告や奨

励項目に関する調査が行われておらず、各国の

統計局がどの項目への対応をとりわけ困難だと

考えているかは不明である。しかし UNSD は

1996 年と 2006 年にも貿易統計の編纂方法や公

表体制に関する詳細なアンケートを実施してお

り27、2006 年調査の結果は今回の IMTS 改訂の

基礎資料としても利用されている。そこで 2006

年調査の中から上記の（i）－（iv）と関連する

質問を抽出し、それに対する回答を表 8 に整理

してみた。ただしこの表には上記の 4 項目に加

え、後に議論する取引量のデータに関する質問

への回答も記載している。 

表 8 の（i）では、各国の税関記録をもとに再

貿易や関税地域別の取引を識別することが可能

か否かを訊ねている。一般に先進諸国と開発途

上国を比べると、後者の中に輸出促進などを目

的とした特殊な関税地域を設けている国が多い。

（i）において個々の税関手続きに該当する取引

を識別できないと答えている国々の中には、そ

もそも単一の関税領域しか存在せず、そのよう

な配慮をする必要がない国も含まれているだろ

う。しかし開発途上国の場合、複数の関税領域

を維持していながら各領域の取引を識別して記

録していない国も少なくないと思われる。 

表 8 の（ii）は相手国別の輸出入統計の編纂

状況に関する質問である。このアンケートの結

果によると、輸入に関して country of 

consignment を相手国の基準とする統計を編纂

している国々は全体の半数近くに上っている。

ただしこれは IMTS の原則である原産国ベース

の統計と別に consignment ベースの統計を作成

しているという意味では必ずしもなく、後者に

もとづく統計だけを編集している国も多いと思

われる。開発途上国や移行経済諸国においては

consignment ベースの統計を作成していない

国々が過半に上り、これらの国々が直ちに

UNSDの要請に応えることができるかどうかは

明らかでない。 

ただしこのアンケート調査が実施された後、

輸入取引における原産国と直接的な相手国、仲

介貿易国などを厳密に識別して記録するように

なった国は少なくないと思われる。今日では世

界の大半の国々が何らかの自由貿易地域（Free 

Trade Areas、FTA）に参加しており、原産地の

認定方法が重要な政策課題になっているからで

ある。複数の FTA に参加する国々では貿易相手

国によって異なる原産地基準や原産地認定手続 



34
 

 
 

第
1
章

  
商
品
貿
易
統
計
の
国
際
基
準
と

C
om

tr
ad

e 

 

表
8 

U
N
加
盟
国
に
お
け
る
貿
易
統
計
の
編
纂
方
法
（
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
対
す
る
回
答
状
況
、

20
06

年
）

 

 

Y
es

N
o

N
/A

Y
es

N
o

N
/A

Y
es

N
o

N
/A

D
oe

s 
th

e 
re

co
rd

in
g 

by
 c

us
to

m
s 

pr
oc

ed
ur

es
 a

llo
w

 fo
r t

he
 id

en
tif

ic
at

io
n 

of
:

Im
po

rt
at

io
n 

of
 g

oo
ds

 u
nd

er
 c

le
ar

an
ce

 fo
r h

om
e 

us
e?

88
.6

9.
1

2.
3

83
.9

16
.1

0.
0

90
.1

6.
9

3.
0

R
ei

m
po

rt
at

io
n 

of
 g

oo
ds

 in
 th

e 
sa

m
e 

st
at

e?
84

.8
9.

1
6.

1
87

.1
6.

6
6.

5
84

.2
9.

9
5.

9

Ex
po

rt
at

io
n 

of
 d

om
es

tic
 g

oo
ds

?
83

.3
9.

1
7.

6
77

.4
22

.6
0.

0
85

.1
5.

0
9.

9

T
em

po
ra

ry
 a

dm
is

si
on

 o
f g

oo
ds

 to
 re

-e
xp

or
ta

tio
n 

in
 th

e 
sa

m
e 

st
at

e?
82

.6
10

.6
6.

8
77

.4
16

.1
6.

5
84

.2
8.

9
6.

9

R
e-

ex
po

rt
at

io
n 

of
 g

oo
ds

 in
 th

e 
sa

m
e 

st
at

e?
87

.1
6.

8
6.

1
83

.9
9.

7
6.

5
88

.1
5.

9
5.

9

T
em

po
ra

ry
 a

dm
is

si
on

 o
f g

oo
ds

 fo
r i

nw
ar

d 
pr

oc
es

si
ng

?
74

.2
13

.6
12

.1
87

.1
9.

7
3.

2
70

.3
14

.9
14

.9

G
oo

ds
 le

av
in

g 
th

e 
co

un
tr

y 
af

te
r i

nw
ar

d 
pr

oc
es

si
ng

?
72

.7
14

.4
12

.9
83

.9
12

.9
3.

2
69

.3
14

.9
15

.8

T
em

po
ra

ry
 e

xp
or

ta
tio

n 
of

 g
oo

ds
 fo

r o
ut

w
ar

d 
pr

oc
es

si
ng

?
73

.5
14

.4
12

.1
90

.3
9.

7
0.

0
68

.3
15

.8
15

.8

R
ei

m
po

rt
at

io
n 

of
 g

oo
ds

 a
ft

er
 te

m
po

ra
ry

 e
xp

or
ta

tio
n 

fo
r o

ut
w

ar
d 

pr
oc

es
si

ng
?

75
.8

13
.6

10
.6

93
.5

6.
5

0.
0

70
.3

15
.8

13
.9

G
oo

ds
 a

dm
itt

ed
 in

to
 a

 c
us

to
m

s 
w

ar
eh

ou
se

?
72

.0
15

.2
12

.9
80

.6
16

.1
3.

2
69

.3
14

.9
15

.8

G
oo

ds
 le

av
in

g 
a 

cu
st

om
s 

w
ar

eh
ou

se
?

73
.5

11
.4

15
.2

83
.9

12
.9

3.
2

70
.3

10
.9

18
.8

G
oo

ds
 a

dm
itt

ed
 in

to
 a

 c
om

m
er

ci
al

 fr
ee

 z
on

e?
51

.5
26

.5
22

.0
45

.2
32

.3
22

.6
53

.5
24

.8
21

.8

G
oo

ds
 le

av
in

g 
a 

co
m

m
er

ci
al

 fr
ee

 z
on

e?
52

.3
25

.0
22

.7
41

.9
35

.5
22

.6
55

.4
21

.8
22

.8

G
oo

ds
 a

dm
itt

ed
 in

to
 a

n 
in

du
st

ria
l f

re
e 

zo
ne

?
52

.3
24

.2
23

.5
48

.4
29

.0
22

.6
53

.5
22

.8
23

.8

G
oo

ds
 le

av
in

g 
an

 in
du

st
ria

l f
re

e 
zo

ne
?

56
.8

19
.7

23
.5

48
.4

29
.0

22
.6

59
.4

16
.8

23
.8

G
oo

ds
 in

 c
us

to
m

s 
tr

an
si

t?
56

.8
34

.1
9.

1
48

.4
48

.4
3.

2
59

.4
29

.7
10

.9

D
o 

yo
u 

co
m

pi
le

 im
po

rt
 s

ta
tis

tic
s 

by
 c

ou
nt

ry
 o

f o
rig

in
?

90
.2

7.
6

2.
3

96
.8

3.
2

0.
0

88
.1

8.
9

3.
0

D
o 

yo
u 

co
m

pi
le

 im
po

rt
 s

ta
tis

tic
s 

by
 c

ou
nt

ry
 o

f c
on

si
gn

m
en

t?
47

.0
46

.2
6.

8
77

.4
22

.6
0.

0
37

.6
53

.5
8.

9

D
o 

yo
u 

co
m

pi
le

 e
xp

or
t s

ta
tis

tic
s 

by
 c

ou
nt

ry
 o

f l
as

t k
no

w
n 

de
st

in
at

io
n?

90
.9

6.
1

3.
0

93
.5

6.
5

0.
0

90
.1

5.
9

4.
0

D
o 

yo
u 

co
m

pi
le

 e
xp

or
t s

ta
tis

tic
s 

by
 c

ou
nt

ry
 o

f c
on

si
gn

m
en

t?
19

.7
62

.9
17

.4
9.

7
87

.1
3.

2
22

.8
55

.4
21

.8

Is
 th

e 
st

at
is

tic
al

 v
al

ue
 o

f i
m

po
rt

ed
 g

oo
ds

 a
 C

IF
-t

yp
e 

va
lu

e?
92

.4
6.

1
1.

5
93

.5
6.

5
0.

0
92

.1
5.

9
2.

0

A
re

 d
at

a 
fo

r f
re

ig
ht

 a
nd

 in
su

ra
nc

e 
fo

r i
m

po
rt

s 
av

ai
la

bl
e 

se
pa

ra
te

ly
?

42
.4

56
.1

1.
5

25
.8

74
.2

0.
0

47
.5

50
.5

2.
0

D
o 

yo
u 

pu
bl

is
h 

im
po

rt
s 

as
 a

n 
FO

B
-t

yp
e 

va
lu

e?
28

.0
69

.7
2.

3
19

.4
80

.6
0.

0
30

.7
66

.3
3.

0

(iv
)

D
o 

yo
u 

co
m

pi
le

 tr
ad

e 
st

at
is

tic
s 

by
 m

od
e 

of
 tr

an
sp

or
t?

78
.0

16
.7

5.
3

90
.3

6.
5

3.
2

74
.3

19
.8

5.
9

D
o 

yo
u 

co
lle

ct
 q

ua
nt

ity
 d

at
a?

92
.4

4.
5

3.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
90

.1
5.

9
4.

0

D
o 

yo
u 

re
co

rd
 o

r e
st

im
at

e 
ne

t w
ei

gh
t f

or
 a

ll 
co

m
m

od
iti

es
 w

he
re

 a
pp

lic
ab

le
?

73
.5

22
.7

3.
8

71
.0

29
.0

0.
0

74
.3

20
.8

5.
0

67
.4

24
.2

8.
3

58
.1

29
.0

12
.9

70
.3

22
.8

6.
9

(i)

質
問

す
べ

て
の

国
々

・
地

域
先

進
国

開
発

途
上

国
・

移
行

経
済

国

(v
)

D
o 

yo
u 

re
co

rd
 o

r e
st

im
at

e 
th

e 
W

C
O

 re
co

m
m

en
de

d 
un

its
 o

f q
ua

nt
ity

 fo
r a

ll 
H

S 
he

ad
in

gs
?

（
注

）
表

中
の
数

値
は
い
ず

れ
も
ア
ン
ケ
ー
ト
表

を
返
送

し
た

13
2 カ

国
に
占

め
る
シ
ェ
ア
（

%
）
。

（
出

所
）

A
n 

O
ve

rv
ie

w
 o

f N
at

io
na

l C
om

pi
la

ti
on

 a
nd

 D
is

se
m

in
at

io
n 

P
ra

ct
ic

es
（

ht
tp

://
un

st
at

s.
un

.o
rg

/u
ns

d/
tr

ad
er

ep
or

t/
im

ts
su

pp
lc

om
pi

le
rs

m
an

ua
l_

re
v_

ch
1.

pd
f ）

.

(ii
)

(ii
i)

34   第 1 章 商品貿易統計の国際基準と Comtrade 

 



35 

 

きを適用せざるを得ないケースも多く、貿易相手

国との紛争を回避するためにも正確に取引相手国

を記録できる体制を整備しておく必要がある（椎

野・水野［2010］）。なお、多くのFTAでは関税の

減免措置を受ける際に原産地証明書が必要となる

が、税関以外の第三者機関が原産地証明手続きを

行っている国では税関と当該機関が連携して必要

な情報を蓄積する必要がある。 

次に表 8の（iii）の欄を見ると、2006年時点で

は大半の国々がCIFベースの輸入額だけを公表し

ており、直ちに品目別にFOB ベースの輸入額を集

計できる状況にはないように見受けられる。4 割

以上の国々が輸入にまつわる運賃や保険料のデー

タを収集しており、これらをもとにFOBベースの

輸入額を推計することは可能かもしれないが、そ

の場合、どれだけ詳細な運賃や保険料のデータが

得られるかによって推計の精度が左右されるだろ

う。また、Comtrade において FOB ベースの輸入

額のフィールドを新設し、そこに税関記録から直

接集計した値と推計値の両方を含める場合、これ

らを識別するためのコードを収録するフィールド

も必要となろう。 

（iv）の輸送モード別の統計に関しては、先進

諸国の約 9割、開発途上国の約 4分の 3が当該統

計を編纂していると回答している。この結果を見

る限り、他の新設項目に比べて輸送モードのデー

タの整備は容易だと予想され、比較的短期間のう

ちに多数国の統計が出揃う可能性が考えられる。

ただし（iv）の質問に対して Yes と回答した国々

の中には輸送モード別の輸出総額や輸入総額を公

表しているだけの国も含まれており、全ての国々

が直ちに品目別・取引相手国別の統計を輸送モー

ド別に細分化して報告できるとは限らないことに

注意する必要がある28。 

 

3.4 取引量データへの影響 

 

UNSD の 2010－2013 年の行動計画には含まれ

ていないが、多くの国々が IMTS 2010に準拠した

統計を UNSD に報告するようになった場合、

Comtrade に収録されている輸出入取引量のデー

タの性質が変化する可能性が考えられる。取引量

データは研究者にとっても重要な情報であるため、

後にこの点についてやや詳しく考察しておこう。 

表 7 で見たように、現行の Comtrade では

Supplementary Quantityの系列がWCO推奨単位に

もとづく数重量、Netweightが純重量を表している。

しかし現実に各国が UNSD に提出する統計では

数重量のデータが欠損していたり IMTS の基準に

準拠しない統計が収録されていたりするケースが

多く、UNSD が相当数のデータを独自に推計して

Comtrade に収録している（Reister and Muryawan 

[2009] ）29。しかしUNSD の推計値はHS の号別

の輸出額と輸入額を便宜的に設定した単価で除す

ことによって計算した値であり、それが現実の取

引量をどれだけ適切に反映しているかは明らかで

ない（熊倉［2011］）。Comtrade においてあえて

Estimation Code というフィールドを設けて

Supplementary QuantityとNetweight がUNSD の推

計値であるか否かを明示しているのはそのためで

ある。 

 それでは IMTS に準拠した取引量の統計を報告

していない国が少なくないのはなぜだろうか。表

8（v）の 初の質問に対する回答を見ると分かる

ように、2006年時点で 90%以上の国々が数重量の

データを記録しており、その理由が報告すべきデ

ータが存在しないことだけでないことは明らかで

ある。また、（v）の他の質問に対する回答状況か

ら分かるように、数重量のデータを記録していな

い品目や WCO 推奨単位と異なる数量単位を採用

している品目がある国は、開発途上国よりむしろ

先進国において多い。したがって多くの国々は統

計作成のリソース不足や技術的な問題によって

IMTS と整合的な取引量の統計を作成できないわ

けではなく、意図的に IMTS のガイドラインから

逸脱していると考えられる。 
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 UNSD は世界各国から提出された 2005－2008

年分の取引量データのうち、どれだけが IMTS に

準拠していたかを品目別に集計して報告している

（UNSD [2009] ）。それによると、純重量に関し

ては過半の国々が 9割以上の品目に関して適切な

データを報告しているが、WCO 推奨単位にもと

づく数量データを提出していない国は非常に多い。

また、品目グループ別の集計結果を見ると、衣料

品や装身具、機械機器類、玩具や雑品類などにお

いて数量データが欠損しているか適切なデータが

報告されていないケースが多い。先述したように、

多くの国々は HS の号の下部に独自の品目分類を

設けている。それらの中に WCO 推奨単位と異な

る数量単位が指定されている場合、機械的な方法

で号レベルに集計することが難しくなる（Reister 

and Muryawan [2009] ）。 

各国が HS の品目分類を独自に細分化して異な

った数量単位を適用している理由は色々と考えら

れるが、その一つは HS の分類体系が必ずしも各

国のニーズを十分に満たしていないことだろう。

国によって貿易品目の構成が大きく異なるため、

各国の立場に立った場合、自国にとって重要な商

品に関して HS の分類が十分に詳細でないと感じ

られることは少なくないはずである。また、前節

でも述べたように、HS が各国の輸入関税政策と

密接に関連していることから、HS の各号を自国

にとって都合の良いように細分化し、国内産業を

保護する上で便利な数量単位を設定している可能

性も考えられる。実際、IMTS に準拠しない数量

データの報告頻度が高い品目グループを調べると、

加工度が高いheterogeneousな財や多くの国々が高

率の輸入関税を課している商品が含まれている

（UNSD [2009] ）。 

前節で見たように、IMTS 2010では数重量に関

する規定が強化されている。具体的には、HS の

各号の下部に独自分類を設ける場合にはそれらの

数量単位をすべて当該号の WCO 推奨単位と一致

させること、WCO 推奨単位と異なる単位を採用

する場合にはその単位と WCO 推奨単位のコンバ

ーターを明示すること、何らかの理由で取引量の

データが得られない場合、それらを推計して報告

することなどが求められている。これらのことが

実現すれば、現状のように UNSD が Comtrade の

取引量データを信頼性に疑問のある大量の推計値

によって補完する必要はなくなるだろう。しかし

上記の考察による限り、各国が直ちに IMTS 2010

のガイドラインに従う意思を持っているかどうか

は明らかでない。 近の国際貿易論の実証研究の

中には Comtrade の取引量データを利用したもの

が増えているが、ユーザーはこれらの中に各国の

原統計から直接集計されていないものが含まれて

いることに留意すべきである30。 

 

おわりに 
 

 本稿では2010年2月にUNSCが採択した IMTS 

2010の概要をレビューし、それが世界各国の貿易

統計と Comtrade のデータにどのような影響をも

たらすかを考察した。今次の IMTSの改訂は 1981

年と1997年の改訂と比べて野心的であり、それが

各国の貿易統計の編纂方法や公表体制に与える影

響は大きいと考えられる。 

今回の IMTS の改訂には様々な要因が関与して

いるが、その中で も重要なのは経済活動のグロ

ーバル化に伴って既存の統計システムの限界が目

立っていることだろう。IMTS, Rev.2以前の版では

企業内貿易や関連企業間の貿易の拡大、国際生産

工程分業に伴う中間財貿易の活発化、サービスの

色彩を持つ商品の貿易の増加といった動向は見通

されておらず、IMTS に準拠した貿易統計によっ

ても国際貿易の実態を正確に把握することが難し

くなっていた。国民経済の国際化とサービス化へ

の対応は過去数年間に実施された国民経済計算や

国際収支表などの国際基準の改訂においても重視

されており、IMTS 2010ではこれらとの整合性を

確保することも重要な課題となった。 
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 UNSC は Comtrade を商品貿易に関するグロー

バルな情報プラットフォームと位置付け、その機

能とデータをIMTS 2010と整合的な形で拡充する

ようUNSD に要請している。UNSD は 2010 年か

ら 2013 年にかけての 4 年間を IMTS 2010 対応の

ための集中作業期間に充て、各国統計局の IMTS 

2010への対応予定を調査したり、新たに追加され

た項目のデータを収集したりといった作業を行っ

ている。これらのデータの一部は近い将来に

Comtrade を通じて一般のユーザーに公開される

予定であり、それが実現すれば、国際貿易に関す

る研究や政策立案における Comtrade の有用性は

いっそう高まるだろう。 

 なお、本稿では紙幅の制約により解説できなか

ったが、国際商品貿易統計のあり方に関しては

UNSC 以外の場でも議論が行われている。その中

で注目すべきものとして、2010 年から WTO や

UNSD が他の国際機関とともに取り組んでいる

「Made in the World」プロジェクトが挙げられる31。

このプロジェクトでは、国際的なバリュー・チェ

ーン（international value chains）の中で個々の国々

が携わる工程や生み出す付加価値を正確に把握す

ることを目的として、そのために既存の貿易統計

や他の関連統計をどのように改革すべきかが検討

されている。2011 年 2月にはこのイニシアチブの

一環として国際機関や各国統計局の担当者を集め

て貿易統計に関するフォーラムを開催し、UNSD

と WTO、欧州共同体統計局が中心になって国際

貿易情報システムの長期的課題に関する文書をと

りまとめている32。これらのイニシアチブは直ち

に各国の統計編纂体制に影響を与えるものではな

いが、貿易統計とそれに関連する各種の公的統計

が長期的にどのような変貌を遂げてゆくかを考察

する上で示唆に富んでいる。これらに関しては稿

を改めて論じたい。 

 

 

                                                        
1 ただし OECD 加盟国のデータは OECD を通じて

UNSD に提出されている。また、後述するように、UNSD

は必要に応じて各国の原統計を集計したり調整を施し

たりした上でComtradeに収録している。 
2 UNSCは国連経済社会理事会の機能委員会（Functional 

Commission）の一つである。UNSC は各種の統計に関

する概念の規定や国際基準の開発に当たるとともに、

UNSD の業務を監督する立場にある。 
3 一般用語としての貿易には眼に見える商品（財）の取

引とサービスの取引が含まれ、IMTS と Comtrade はこ

れらのうち商品貿易だけを対象としている。UNSD は

サービス貿易に関してUnited Nations International Trade 

in Services（通称UN ServiceTrade）と呼ばれるデータベ

ースを提供している。 
4 IMTS 2010 の全文は UNSD のホームページにおいて

閲覧可能である 

（http://unstats.un.org/unsd/trade/EG-IMTS/EG-IMTS%20w

eb%20announcement.htm）。 
5  United Nations Statistics Division, International Trade 

Statistics Newsletter No. 22, September 2010, p.2. 
6 WCO は西欧諸国の協議機関から発展した関税協力理

事会（Customs Co-operation Council、CCC）を出自とし

ている。 
7 SNA の国際基準は UNSC が他の国際機関や EC 委員

会等の協力を得て作成している。BOP の国際基準は国

際通貨基金（International Monetary Fund、IMF）が中心

となって整備しているため、上記の文書はしばしば IMF

国際収支マニュアルと呼ばれている。 
8 日本でも 2009 年に統計法が全面的に改正され、ユー

ザーオリエンテッドな統計システムの整備に向けた取

り組みが行われている（梅田・宇都宮［2009］）。 
9 メタデータ（metadata）とはある統計に関する一連の

情報（各変数の定義や精度、集計主体や集計方法、一次

資料の出所など）を意味し、しばしば「統計の統計」と

呼ばれている。 
10 どちらの版にもこれら以外に序章と附録があり、

IMTS の背景や関連文書、主要概念の定義などがまとめ

られている。 
11 これらの情報の意義は、上記のタイプの識別が可能

な中国の統計を例にして考えると分かりやすい。よく知

られているように、中国は比較的 近まで工業化の推進

と外貨獲得のために加工貿易を重視し、加工貿易に関す

る資材の輸入や製品輸出に税制上の優遇措置を講じて

いた。2000 年代半ばから中国の貿易黒字が拡大して諸

外国の批判が強まったが、中国政府は加工貿易の活発化
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が不可避的に純輸出の増加をもたらすこと、加工貿易の

相当部分が外資系企業によって行われていることを指

摘し、それが諸外国にとっても望ましいものだと主張し

ていた。しかし中国の統計を観察すると、貿易黒字の拡

大に伴って貿易総額に占める加工関連取引の比率が低

下しており、地場企業の輸出増加が黒字拡大の主因だっ

たことが示唆されている。関税種別ごとの貿易統計が公

表されていない場合、このような点を客観的に検証する

ことが難しくなる。 
12 上記の例において、B 国企業が A 国から購入した商

品をB国を経由せずに直接C 国に輸出する場合やB国

を通過するだけで税関手続きを行わずに C 国に輸出す

る場合、当該取引は原則として B 国の貿易統計には表

れない。ただし商品の所有権がいったん B 国の企業に

移転した上で C 国の企業に販売されている場合、B 国

の国際収支表には中継貿易として記録される。BOP5

（IMF 国際収支マニュアル第 5 版）において中継貿易

はサービス収支の「仲介貿易・その他貿易関連サービス」

の項にグロスベースで計上することが原則だったが、

BOP6では貿易収支の中に「仲介貿易にまつわる商品の

純輸出（Net exports of goods under merchanting）」という

項目が新設され、そこに中継貿易に関する輸出額と輸入

額の差額を記載することが求められている。 
13 改正京都議定書において「実質的な製造ないし加工」

が定義されていないのは、それが各国の貿易政策に直結

する問題であり、WCO加盟国間でコンセンサスが得ら

れなかったためである。WTO においても原産地規則

（rules of origin）の調和に向けた取り組みが行われてい

るが、現在のところ議論が収束する見通しは立っていな

い。よく知られているように、自由貿易協定（Free Trade 

Agreement、FTA）では原理的に原産地規則が必要とな

るが、原産地の認定基準は FTA によってまちまちであ

る（椎野・水野［2010］）。 
14 ただし多くの国々は HS の 詳品目分類に当たる号

（subheading）の下部に独自の品目分類を設けており、

輸入関税率はこれらの品目毎に定められている（これら

の関税品目は tariff linesと呼ばれている）。第 3節で議論

するように、各国が独自の商品分類表を用いて貿易統計

を作成していることは、国際間で輸出入の数量や単価を

比較する際の大きな障害となっている（熊倉［2011］）。 
15 この点に関する我が国に関連が深い事例として、情

報技術協定（Information Technology Agreement、ITA）批

准国の間で無税輸入が義務付けられている情報通信機

器のケースが挙げられる。EU は一部の情報通信機器が

 
伝統的な家庭用電気製品の機能を備えた複合機である

ことを根拠に、これらを ITA 対象外の品目に分類し、

高率の輸入関税を課している（小林［2007］）。これは明

らかに EU 域内の家電製品メーカーの保護を意図した

ものであり、我が国のメーカーに不利な条件を強いる原

因になっている。 
16 HSでは基本的に5年を1サイクルとする品目改訂の

プロセスが確立しており、2012 年に修正第 4 版が発効

する。IMTS では 新のHS にもとづいて統計を編集す

ることが奨励されているが、現実には新版への切り替え

に時間がかかる国が多く、国際間で品目別の貿易統計を

比較する際の障害になっている。Comtrade には UNSD

が各国の原統計を旧版の HS 分類に組み替えた統計も

収録されているが、これらのデータはWCOが公表して

いる HS 各版の品目の対応関係に必ずしも忠実でない

方法で作成されており、使用に当たって注意が必要であ

る（熊倉［2010］）。 
17 FOB（Free on Board、本船渡し）とCIF（Cost, Insurance 

and Freight、運賃保険料込み）はいずれも国際商業会議

所（International Chamber of Commerce、ICC）が定めて

いる貿易条件（Incoterms）の例である。FOB ベースの

輸出入額が輸送費や保険料を含まないのに対し、CIFベ

ースの輸出入額はこれらを含んでいる。国際収支表が輸

出と輸入の両方を FOB ないしそれに準じたベースで記

録することを原則としている理由は、CIF と FOB の差

額に当たる輸送費や保険料の受け払いがサービス取引

に相当すること、そしてその一部が国際収支表のサービ

ス収支に計上されることである。なお、FOB は基本的

に海上輸送を念頭に置いた貿易条件だが、他の運送形態

における同様の条件としてFCA（Free Carrier、運送人渡

し）やDAF（Delivered at Frontier、国境持ち込み渡し）

などがある。 
18 たとえば航空機は船舶に比べて迅速かつ柔軟な輸送

が可能だが、輸送単位当たりの環境負荷（温室効果ガス

や大気汚染物質の排出、騒音など）が高いという問題が

ある。 
19 たとえば EU には加盟国の企業が月次ベースで提出

する各種資料を集計する Intrastatというデータシステム

が存在し、それがEU圏内部の貿易統計の基礎にもなっ

ている。日本でも 2009 年に初めて事業所の国勢調査に

当たる経済センサスが実施され、網羅性の高いビジネス

レジスターの整備が進められている（梅田・宇都宮

［2009］）。 
20 Report on the Results of the UNSD Questionnaire on the 

plans of IMTS 2010 implementation 
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（http://unstats.un.org/unsd/trade/EG-IMTS/EG-IMTS%20w

eb%20announcement.htm）。 
21 ただしUNSDは各国が報告した統計に調整を施して

Comtradeに収録するまでのプロセスの迅速化に努めて

おり、上記のタイムラグは少しずつ短縮されている。 
22 United Nations Statistics Division, International Trade 

Newsletter No. 22, September 2010, p.2. 
23 月次や四半期ベースの品目別貿易統計を収録したデ

ータベースとして、国際貿易センター（International Trade 

Center、ITC）がホームページを通じて提供している

Trade Mapがある（http://www.trademap.org/）。ただし ITC

が開発途上国の企業の輸出支援を目的とした機関であ

ることを反映して、Trade Mapには大量のデータを同時

に検索・抽出する機能が用意されておらず、Comtrade

に比べるとデータのカバレッジも不十分である。さらに

先進国のユーザーには定額の使用料が要求されている。 
24 United Nations Statistics Division, International Trade 

Newsletter No. 21, June 2010, p.3. 
25 United Nations Statistics Division, International Trade 

Newsletter No. 24, March 2011, p.4. 
26 Comtrade では WCO 推奨単位にもとづく取引量が

Supplementary Quantityと呼ばれているが、WCOやIMTS

の位置付けではこれが主たる取引量データであり、純重

量を表すNetweightは補足的な情報である。 
27  International Merchandise Trade Statistics National 

Compilation and Reporting Practices-Survey Results 2006 

and 1996（http://unstats.un.org/unsd/tradereport/introduction_ 

MM.asp）。 
28 日本の場合、航空貨物と海上コンテナ貨物による取

引額や取引量は品目別に集計されているが、郵便や海上

バラ積み貨物、専用船を利用した取引額は公表されてい

ない。 
29 表7においてもNetweightのデータが欠損している品

目やUNSDが推計したNetweightのデータが挿入されて

いるもの（Estimation Codeが 4のデータ）が含まれてい

る。 
30 たとえば最近の実証研究の中には、Comtrade のデー

タから算出した相手国・品目別の輸出入単価をもとに商

品の品質や加工度を推量しているものが少なくない。し

かし数量のデータが UNSD の推計値である場合、金額

を数量で除して得られる単価は UNSD が数量の推計に

用いた基準単価にすぎず、それをもとに財の品質や加工

段階を議論することにはほとんど意味がない（熊倉

［2011］）。 
31 Made in the World initiative（http://www.wto.org/english/ 

 
res_e/statis_e/miwi_e/miwi_e.htm)。 
32 “International Trade Information Systems in 2020,” Global 

Forum on Trade Statistics, Geneva, 2-4 February 2011

（ http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/forum_feb11_e/f

orum_feb11_e.htm）。 
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